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はじめに 

 

 

 事業場において作業環境測定結果の評価が第Ⅰ管理区分（良好）であるにも

かかわらず、特殊健康診断の結果に有所見者が発現するケースが見られる。 

このようなケースが生じる原因としては、作業管理や労働衛生教育の問題に

帰着することが多いが、一方で、臨時的な有害物の取扱い作業が多い作業場や

特定の作業者に有害物の取扱い作業が集中するような作業場、さらに、１日の

うちで異なる作業が行われている作業場等では、そもそも作業環境測定の評価

結果と労働者の有害物質等のばく露量についての相関性が薄い場合があり、そ

のような場合に結果として上記のようなケースが発生するのではないか、との

懸念も示されている。 

このことが事実であるとすれば、作業環境測定の評価結果は、作業内容や作

業場の実態によっては、労働衛生管理の指標としての適切性を欠くことになる。 

 このような作業場において、実態に合ったより適切な労働衛生管理の指標を

得る手段として、欧米で採用されている個人サンプラーによる有害物の個人ば

く露測定が想起される。しかしながら、現在、我が国において当該個人ばく露

測定については、どのような作業場において、どのような条件（デザイン・サ

ンプリング）の下で測定を行えば、合理的で、かつ作業環境測定よりもより適

切性の高い指標が得られるかという点について、十分な知見が得られていない。 

 以上のことを踏まえ、厚生労働省では「健康診断・作業環境測定結果相関調

査業務」を実施することとし、(公社)日本作業環境測定協会がこれを受託した。 

 本調査業務では、作業環境測定の評価結果と特殊健康診断の結果について齟

齬がある事業場（具体的には、測定結果が良い割に特殊健康診断の結果が芳し

くない事業場）を選定し、作業環境測定基準に規定する方法による作業環境測

定(以下、単に「作業環境測定」という。)と個人ばく露測定の双方を実施した

上で、どのような作業場・作業実態であれば、後者の測定が前者よりも適切性

の高い結果が得られるかどうかを評価し、その結果を取りまとめ、齟齬が認め

られる作業場の化学物質管理のあり方について検討を行った。 

具体的には、実際に化学物質を取り扱っている場所における作業環境測定、

個人ばく露測定の実施結果から、これらの手法の実施上の有効性、問題点等を

検討した。 

さらに、当該作業場の実態に合わせた作業環境管理に関する適切な対応につ

いての提案等を取りまとめた。 

 

 本報告書を取りまとめるに当たり、検討会委員、実態調査の場をご提供いた

だいた企業および関係者の皆様に厚く御礼申し上げる。 
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｢健康診断・作業環境測定結果相関調査業務に係る検討会」開催状況 

1．第 1回検討会：平成 28 年 9 月 21 日（水） 

(1)事業の概要説明 

(2)健診・測定実施結果(平成 27 年度実績)等の情報収集の実施について 

①情報収集対象 

 ②情報収集内容および実施方法 

(3)実態把握調査について 

 ①対象の選定(事業場の選定基準、物質等） 

 ②作業環境測定実施について 

 ③個人ばく露測定実施について 

 ④聞き取り調査内容 

(4)今後の進め方 

(5)その他 

 

2. 第 2 回検討会：平成 28 年 11 月 25 日（金） 

(1)健診・測定実施結果(平成 27 年度実績)等の情報収集結果について 

(2)実態把握調査について 

 ①進捗状況 

 ②実態把握調査実施方法 

(3)今後の進め方 

(4)その他 

 

3. 第 3 回検討会：平成 29 年 2 月 22 日（水） 

(1)実態把握調査実施結果報告 

(2)健康診断・作業環境測定結果相関調査の実施結果報告書のとり

まとめ 

(3)その他 



｢健康診断・作業環境測定結果相関調査業務に係る検討会」議事概要 

  

「第 1 回検討会：平成 28 年 9 月 21 日（水）」 

1. 事業の概要説明 

具体的な実施内容等を次のとおり確認した。 

(1)労働衛生機関を通じて特殊健康診断結果とこの特殊健診対象の労働者が業務を行ってい

る作業場の作業環境測定結果の情報収集 

(2)情報収集の結果から、特殊健康診断結果と作業環境測定結果に齟齬(具体的には、作業環

境測定結果は第１管理区分であるにもかかわらず、特殊健診結果が有所見というもの)があ

るものから、5 から 10 の作業場を選定し、実態把握調査を実施する。 

(3)実態把握調査は次の３つの項目について実施する。 

①事業場における聞き取り調査(作業環境測定等の具体的実施方法及び聞き取り調査内容の

検討を含む) 

②作業環境測定の実施 

③個人ばく露測定の実施 

(4)調査結果のとりまとめと報告書作成 

(5)業務委託契約は平成 29 年 3 月 13 日(水)までで、検討会は年 3 回開催 

                                

2. 健診・測定実施結果(平成 27 年度実績)等の情報収集の実施について 

 (1)情報収集対象 

  健康診断と作業環境測定の両方を業務としている、いわゆる労働衛生機関 61 機関 

 (2) 情報収集内容および実施方法 

①事業場および労働衛生機関の協力を得られやすく、また、事業の趣旨に沿った情報収集

と調査を行うために合理的な計画とすること。 

②情報収集項目のうち、特殊健診結果については、じん肺、石綿、特定化学物質等のうち、

遅発性障害の原因となるものは、調査対象期間が平成 27 年度実績の 1 年間ということから、

有所見等の結果と業務(作業環境)との相関の有無を判断しにくいことから、比較的、短期間

における相関が考えられる生物学的モニタリングの対象物質に絞ることとした。 

③生物学的モニタリングの対象物質に係る特殊健康診断結果が、分布 2 以上(分布の区分が

定められていないものに関しては ACGIH の生物学的ばく露指標値以上)の結果(以下「分布

2 以上等」とする)を収集することとした。 

④情報収集の実施方法は、当初の事業計画に照らして検討の結果、資料№1-3 で挙げられた

「対案 2」に沿って進めることとし、検討の結果、具体的には次のとおりとすることとなっ

た。 

1）一覧表形式で事業場(事業場名はマスキング)ごとの特殊健診受診者数、分布 2 以上等、

管理区分ごとの単位作業場数を労働衛生機関経由で収集する。ただし、労働衛生機関が、



当該事業場の特殊健診のみしか請け負っていない場合は、特殊健診受診者数、分布 2 以上

等の情報のみの提出を依頼する。この場合、作業環境測定結果は不明だが、分布 2 以上等

が多い事業場は、実態把握調査の対象に含めておいて、絞り込みの結果、実態把握調査の

対象とするとした時、事業場に同意を得たのち、作業環境測定結果の提供を依頼し、これ

と併せた結果から、選定する場合もあり得るものとする。（絞り込みは両者のデータを有す

るものを優先） 

2）その他の対象物質は参考資料 3「特殊健康診断結果の見かた」にある生物学的モニタリ

ング対象物質とした。 

3）情報収集依頼に当たっては、上記 1）のとおり、この段階では、事業場名はマスキング

したものとして提供を依頼するので、労働衛生機関の協力の同意があれば、事業場への同

意は不要という前提で行うが、労働衛生機関と事業場との契約上の問題や、労働衛生機関

の考えによる面も考慮し、上記 1）情報提供およびその後の実態把握調査の可能性がある旨

について事前に、事業場へ了解を得る手続きを行う場合、労働衛生機関が事業場へ理解を

得やすいように、こちら側から事業場向けの協力依頼状を準備しておき、これを用いても

らえるようにしておくこととする。 

4）上記 1）の結果から、分布 2 以上等や第 1 管理区分割合等を指標(例えば分布 2 以上等の

労働者数が、比較的多い事業場(単位作業場所)を優先させる)として、実態把握調査対象の

事業場を絞り込む。   

5）この時点で、事業場への協力依頼文書を発出し、同意が得られたら、労働衛生機関経由

で、作業環境測定結果と特殊健診結果を入手・分析し、さらに、分布 2 以上等で第 1 管理

区分の相当する事業場から 5～10 程度の実態把握対象の作業場を選定する。また、上記 3)

のとおり、事前に同意を取り付けている場合は上記 4）絞り込みの結果、速やかに労働衛生

機関に依頼し、当該事業場の作業環境測定結果(単位作業場)と特殊健診結果(労働者)の結果

を入手できる。 

 

3．実態把握調査について 

 (1)対象の選定(事業場の選定基準、物質等） 

最初の絞り込みの時点では、作業環境測定の結果が第 1 管理区分の作業場数に比して、

特殊健康診断の結果が分布 2 以上等の労働者の割合が多い事業場を優先するものとする。 

これらの事業場から、具体的な作業環境測定結果と特殊健診結果を入手する。その後、

より、「齟齬」が認められるものを 5～10 作業場選定するが、できるだけ異なる対象物質

とし、同一事業場からは 2 作業場までを原則とする。なお、時間的な問題から絞り込み

と選定は、ほぼ同時併行で事業場への同意の取り付け、情報提出等を進めることもあり

得ることとする。また、その際、厚生労働省、検討会委員には逐一、相談のうえ、進め

ることとする。 

 (2)作業環境測定及びその他の測定の実施について 



  昨年度までの行政の関連事業(平成 25 年度個人ばく露測定の実証的検証事業、平成 26

年度及び平成 27 年度の研究機関における作業環境実態把握調査)において実施した測定

方法に倣うこととした。 

 (3)聞き取り調査について 

  資料№1-1 に挙げられている項目について聞き取りを行うこととした。また、聞き取り

調査に関しては、委員を含む 3 名で実態把握調査を行うこととし、実際に調査スケジュ

ールに合わせて、委員に現場へ同行してもらい、聞き取り調査を実施することとした。 

  なお、聞き取り調査項目で追加されたものは以下のとおり。 

① 当該作業の頻度(一日のうちの作業時間、週何回実施しているか等) 

② 当該労働者の作業歴 

  

                                     以上 

 

「第 2 回検討会：平成 28 年 11 月 25 日（金）」 

 １．健診・測定実施結果(平成 27 年度実績)等の情報収集結果について 

 (1)情報収集は、第 1 回検討会で確認された労働衛生機関 61 のうち、代謝物の特殊健診を

実施していない 1 機関を除いた 60 機関に依頼した。 

(2)情報収集方法と作成した情報記録表、依頼状等は第 1 回検討会の検討結果に基づき作成

した。これは予め委員へ送付済みの、参考資料「労働衛生機関へ配布した健診・測定実施

結果(平成 27 年度実績)等の情報収集依頼状等一式」のとおり 

(3)11/25 現在、情報提供等何らかのレスポンスがあった労働衛生機関数は 29 機関で、その

うち 25 機関から回答(情報提供有り 17 機関、情報提供無し 8 機関)があり、4 機関は情報提

供前に問い合わせがあったという状況 

(4)調査対象物質(代謝物項目)18 のうち、情報が得られたのは 11 物質(代謝物項目)で、トル

エンの 125 事業場(延べ)が最も多く、トルエンを含む有機溶剤 4 物質の情報が 211(延べ)事

業場、スチレンをはじめとする特別有機溶剤 4 物質で 53 事業場(延べ)、鉛が 13 事業場(延

べ)、特定化学物質はコバルトの 1 事業場という結果であった。 

(5)労働衛生機関から回収できた情報については、労働衛生機関からの照会(意見)内容(およ

び資料№2-2)にも記されているが、明確に特殊健診結果(労働者)と作業環境測定結果(管理区

分)の紐づけがされていたのは、情報提供があった 17 機関のうち、4 機関から得たトルエン

(尿中馬尿酸)の 29 事業場のみであり、それ以外の情報は、紐づけがされておらず、特殊健

診結果と作業環境測定結果は独立した情報であった。       

 (6)その他 

  ① 締め切り(11/18)を過ぎても情報提供等の回答が数件あり、本日の資料内のデータ

に反映されていない機関情報もある。これら遅れてきた情報(データ)は、事業報告書

へ反映させるため、さらに集計等整理を進める中に含めることとする。 



② データ集計に当たり、さらに一定の整理ができた時点で委員へ確認を依頼し、そ 

の結果で追加修正を行うこととしたい。 

 

２．実態把握調査について 

 (1)進捗状況 

上記１．(3)の情報提供有りの 17 機関に対しては、実態把握調査対象となる事業場への

取次ぎ、紹介等を打診したが、11 機関からは事業場の提供はできないとの回答があり、

残りの 6 機関は回答待ちである。また、上記１．(6)の、その中に実態把握調査対象とな

り得る情報が含まれていた場合は、当該労働衛生機関へ、事業場への取次ぎ等の打診を

することとしたい。 

 (2)実態把握調査実施方法 

  実態把握調査時に聞き取り調査を行うが、この聞き取りは委員にも現場へ同行しても

らい、実施してもらうこととしているため、第 1 回検討会で確認された聞き取り項目に

基づき、資料№2-3 のとおり、「聞き取り調査用紙(案)」を作成した。これは、聞き取り項

目に対する具体的な聞き取り内容のポイント、回答例を入れたものとしており、事務局

から説明を行った。 

  確認の結果、次のとおり整理したものを調査時までに準備することとした。 

①追加項目 

1）作業者の作業歴 

2）通常作業と言っているが、どのくらいのスパンで実施している作業なのか(頻繁に変わ

るものではないのか) 

3）非定常作業の有無 

   非定常作業において有害物質の発散やばく露がある場合、原則として定常作業をタ

ーゲットに実施している作業環境結果とばく露状況が乖離することとなるため、その

ような状況を把握しておく必要がある。 

4）SDS の管理状況 

   SDS を活用しているとしても、使用している試薬をメーカー別、購入順等にファイ

ルをしているだけで、いざ、当該物質の SDS を調べようとしても、すぐに在りかがわ

からないという事例も少なくないため、管理状況の把握も必要である。 

②その他 

1）聞き取り調査票は、管理者向けと作業者向けは共通の票を用いることとした。聞き取

りの際、管理者の回答であるか、作業者の回答であるか記すこと。なお、聞き取り項

目 4 については、個人ばく露サンプラーの装着時の感想を聞くもので、作業者対象に

なるものである。 

 

 



３．今後の進め方 

  (1)実態把握調査事業場の確保を引き続き進めている。事業場都合が優先されるため、

実態把握調査実施日時等のスケジュールが、場合によっては間際に決まることもあ

り得るが、いずれにせよ、確保した時点で、委員へ連絡し、同行できるか否かを確

認し、調査人員の調整を行ったうえで臨むこととした。 

  (2)次回検討会までの間は、これまで同様、必要な情報交換、事業実施上の懸案事項が

生じた際等は、メール等で連絡、相談を行うこととする。 

  (3)報告書のとりまとめについては、実態把握調査結果はもちろん、今回収集できた特

殊健診結果と作業環境測定結果の相関状況のデータ、労働衛生機関から寄せられた

照会、意見等に含まれていた、例えば、両者の紐づけがなされていない現実等を勘

案し、特殊健康診断結果と作業環境測定結果の取り扱われている現状と今後の在り

方などを提言するような形で、委員、厚生労働省に、意見等を伺いつつ、情報を精

査し、報告書のとりまとめ案を作成することとした。 

 

以上 

 

「第 3 回検討会：平成 29 年 2 月 22 日（水）」 

 １．実態把握調査実施結果報告 

   実態把握調査を実施した 5 事業場 6 作業場の結果は次のとおりであった。 

(1)この度、実態把握調査対象となった作業場は、直近の作業環境測定結果が第 1 管理区

分であるが、その作業態様等の都合からか、局所排気装置等により十分な作業環境管

理が施されている作業場とは言い難く、直近の作業環境測定結果が第 1 管理区分とい

っても、作業態様の多少の変化によっては、管理区分が変わることもありえるのでは

ないかと予測される状況であった。 

(2)5 作業場(本来の調査対象場所の調査が出来なかった④C 株式会社を除く。)のうち、4

作業場は作業環境測定の結果と個人ばく露測定の結果は、いずれも第 1 管理区分とな

ったが、1 作業場(⑤株式会社 D 第一工場)については、作業環境測定の結果が第 2 管

理区分、個人ばく露測定の結果が第 3 管理区分となった。 

(3)第 1 管理区分となった 4 作業場は、最終的な管理区分は同じでも、作業環境評価にお

ける第 1 評価値、第 2 評価値に対して、個人ばく露評価における X95(95％タイル値)、

AM(算術平均値)を比較すると、作業環境評価値と個人ばく露評価値がほぼ近似してい

た 1 作業場を除き、差異が認められた。これらは作業態様、測定時間の違いが影響し

ているものと考えられた。 

(4)B 測定値(定点)と短時間ばく露測定値及び B 測定値(個人装着)には、対象となった最大

ばく露作業、測定時間の違い等により差異が認められたものがあった。 

(5)短時間ばく露測定値及び B測定値(個人装着)は、ほぼ近似した測定値が得られており、



作業者の呼吸位置に試料採取器具を設置することで、呼吸位置における気中有害物質

濃度を的確に把握できていたと思われる結果であった。 

 

２．健康診断・作業環境測定結果相関調査の実施結果報告書のとりまとめ 

  事業報告書案について確認の結果は次のとおりであった。 

(1)4.1 情報収集結果については、現状の全数のみではなく、紐づけされた情報について第

1 管理区分の作業場でありながら、分布 2 以上等の労働者がいるものについても集計す

ること。 

(2)事業場ごとに第 1 管理区分の作業場でありながら、分布 2 以上等の労働者がいるもの

についても可能であれば集計し、分布をみる。 

(3)個人ばく露測定を実施した作業者への聞き取りの結果、重量を感じた、作業中少々邪

魔であったというようなネガティブな意見が記されているが、この事業では、その目

的に合わせてアクティブサンプラーを用いたためと思われる。 

この調査の対象物質であったガス状物質の捕集には、比較的軽量小型なパッシブサン

プラーが使えるので、このような対応であれば、個人ばく露測定における試料採取が

作業者に負担がかかるものではないことを明記する。 

 (4)作業環境測定結果と特殊健康診断結果を関連付けた評価などに関する産業医の関わり

について提言すべきである。 

(5)その他気づき事項は検討会後、報告書作成スケジュールに合わせて事務局まで寄せて

もらうこととした。 

  

３．その他 

 (1)報告書作成スケジュール及び今後の進め方について 

  報告書作成に向けたスケジュール及び今後の進め方について提案され了承された。 

 

以上 

 

  

 

 


